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第２部 人にやさしい健康・福祉のまちづくり 

 

第１章 生涯健康づくりの推進 

第１節 保健サービスの向上 

「自分の健康は自分で守りつくる」という自主的な健康づくりを支援するとともに、すべての市民

が生涯を通じて心身ともに健やかで快適な生活を送ることができるよう、健康づくり計画「いきいき

健康づくりプラン２１」に沿って住民総合健康診断事業をはじめ、老人保健法、母子保健法、予防接

種法などに基づく各種健康づくり事業を推進し、疾病の予防と健康の保持増進を図るなど保健サービ

スの向上に努めました。 

事業の主な内容は次のとおりです。 

 

１．健康長寿のまちづくり推進事業 

市民と行政の協働による健康長寿の元気なまちづくりを目指すため、食生活改善及び健康づくり普

及推進員の育成を行うとともに、食を通じた健康づくりを推進するため、食生活改善推進協議会へ委

託して、生活習慣病予防等の講習会を５２回開催し１，４７０人の参加があり、その費用として４０２

千円を支出しました。また、伊万里オリジナル「たっしゃか体操」の普及講習会の開催をはじめ、関

係７課のプロジェクトチームにより新規に健康づくり大学を開講し、いきいき健康づくりフェスタ等

の公開講座、常設講座１５回に延べ１，７０８人の参加があり、これらに要した経費として５０千円

を支出しました。 

 

２．親子ふれあい交流事業 

子育て中の保護者に子どもとの遊びをとおして育児の楽しさを感じてもらい、家庭の育児力を高め

健やかな成長を支援することを目的に、「いきいき健康づくりフェスタ」と同時開催し、赤ちゃんハ

イハイよちよち大会や骨密度測定などに５７８人の参加者があり、その経費として４１千円を支出し

ました。 

 

３．地域支援（介護予防）事業 

高齢社会が進展する中、健康寿命の延伸に努め、高齢者が要介護状態になることを予防するととも

に、要介護状態になった場合にも可能なかぎり地域において自立した日常生活が送れるよう支援する

ため次の事業を実施し、この経費として５，６７９千円を支出しました。 

                                    （単位:人） 

区            分 実施回数 実施個所数
延参加 

利用者数 
備   考 

高齢者健康教室 22 17 824 認知症予防 

推進事業 生きがいづくり教室 310 6 4,525 
65歳以上 

骨密度測定・健康相談 10 7 301  転倒骨折 

予防事業 転倒骨折予防運動教室 22 2 325 

健  康  相  談 292 31 4,154 

健  康  教  育 227 48 5,967 

訪  問  指  導 175 ― 429 

機  能  訓  練 45 1 100 

65歳以上 

たっしゃか体操教室 256 37 7,388  
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４．母子保健対策事業（事業費 １２，７４３千円）              （単位：人、％） 

区      分 実施回数 実施個所数 対象者数 受診、利用者数 受 診 率

３か月児 12 1 583 581 99.7 

１歳６か月児 12 1 500 488 97.6 
集 

団 

３歳児 12 1 563 520 92.4 
乳幼児 

健康診査 

医療機関委託 随 時 
佐賀県・長崎県・福岡県

の委託医療機関 
573 405 70.7 

妊婦一般(ＨＢＳ抗原検査あり) 497 524 105.4 

妊婦一般(ＨＢＳ抗原検査なし) 485 556 114.6 
妊婦健康診査 

(医療機関委託) 
超音波検査 

随 時 
佐賀県・長崎県・福岡県

の委託医療機関 
78 66 84.6 

妊産婦・乳幼児相談

(電話相談含） 
個別指導 随 時 

１ 

(1) 

－  延 1,460 

(633) 

－ 

育児学級 集団指導 36 1 － 延 1,589 － 

すこやか親子教室 11 － －   延   30 － 

妊娠期子育て両親（母親）学級 10 1 － 126 － 

訪 問 指 導 87 － 189 延   162 － 

思春期学級・ふれあい体験学習 11 5 － 延   578 － 

集団指導 28 17 － 延 1,216 － 

成人歯科健診・ 

相談 
12 1 488 284 58.2 むし歯予防事業 

フッ素洗口 週1回、週5回 23保育園 1,077 1，043 96.8 

不妊治療エンゼルサポート事業 随 時 1 － 

20 

（相談件数 

延べ29人） 

－ 

 

５．感染症対策事業（事業費    ４３，１１０千円）           （単位：人、％） 

区     分 対象者数 接種者数 接種率 摘       要 

急 性 灰 白 髄 炎 1,076 1,047 97.3 

三 種 混 合 2,263 2,448 108.2 
3～90か月未満 

麻しん・風しん 1,105 968 87.6 12～24か月未満 就学前の１年間にある者 

ジフテリア・破傷風 526 522 99.2 小学6年生 

日 本 脳 炎 2,334 726 31.1 

3歳～90か月未満、小学4年 

（Ｈ17年5月、国より積極的勧奨を差し控える

旨の通知がある） 

インフルエンザ 14,399 9,016 62.6 
６５歳以上(６０歳以上６５歳未満の者で、予

防接種法で定める者) 

計 19,369 14,001 72.3 日本脳炎予防接種は含まず 
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６．成人・老人保健対策 

（１）住民総合健康診断事業                       （単位：千円、人） 

 

（２）老人保健法等（生活習慣病対策）による保健事業（事業費７４，６７５千円）（単位：人、％） 

区       分 実施回数 実施個所数 対象者数 受診者数 受 診 率

集団方式        13         9 7,361    3,144 42.7
基 本 健 康 診 査 

個別方式        44        29 5,713    3,774 66.1

胃  が  ん 集団方式        19        13   11,283    1,903 16.9

集団方式        13         9     1,857 
子 宮 が ん 

個別方式        18         3
 5,997

       37 
31.6

乳  が  ん 

(ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ) 
集団方式 11         7 2,740       554 20.2

大 腸 が ん 集団方式        24        13   11,685    2,778 23.8

健

康

診

査 

が

ん

検

診 

肺  が  ん 集団方式        19        22   13,276     3,600 27.1

                                      （単位：人） 

区        分 実施回数 実施個所数 対象者数 延参加、利用者数 備   考

総合相談 123 13 － 782 
健 康 相 談 

重点相談 133 13 － 561 

健 康 教 育 集  団 191 25 － 4,496 

機 能 訓 練 Ａ  型 45 1 － 80 

40～64歳 

訪 問 指 導 146 － 520 285 
健康診断後要指

導・要治療者 

健 康 手 帳 交 付 随 時 14 － 1,374 

 

７．肝疾患対策事業（事業費８７５千円）                 （単位：人、％） 

対象者数 受診者数 受診率 要精密者数 精密受診者数 精密受診率 

14,666 3,422 23.3 221 96 43.4

 

 

 

区    分 事 業 費 受 診 者 数 摘           要 

基本健康診査 13,356 3,144 40～70歳（但し、71歳以上186人含む） 

前立腺検診 760 402 50～69歳（但し、70歳以上1人含む） 

子宮がん検診 4,316 1,857 20歳以上 

肝疾患検診 668 278 30歳代 

結核検診 708 1,140 65～70歳（但し、71歳以上107人含む） 

肺がん検診 2,086 2,531 40～70歳（但し、71歳以上84人含む） 

計 21,894 9,352  
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８．結核予防対策事業（事業費２，３１７千円）               （単位：人、％） 

区      分 対象者数 受診・接種人員 受診率及び接種率 摘     要 

エックス線間接撮影 6,315 2,536 40.2  

ＢＣＧ予防接種 589 584 99.2  

 

また、教育の場においても、児童生徒の健康管理のための各種健診を実施するとともに、平成１４

年度より幼稚園及び小学校において、フッ素応用むし歯予防事業に取り組むなど、健康指導や安全指

導に努める費用として７８１千円を支出しました。 

 

第２節 医療体制の充実 

１．適切な医療体制の構築 

（１）市民病院の充実 

病院事業は、公的病院として地域住民の期待に応えるため、一定の医療水準を確保し、良質で安

定した医療サービスを提供する必要があります。本年度は医療の維持向上を図るため、最新医療機

器等の導入をするとともに、施設の安全性確保のため、非常灯改修工事等施設整備を行いました。 

事業の主な内容は次のとおりです。 

                   （単位：千円） 

事      業     名 事  業  費 

非常灯改修工事 一式 2,310 

吸引ポンプ排気配管改修工事他 一式 532 

６４列マルチスライスＣＴ 一式 114,135 

手術用麻酔器 一式 6,143 

胆道ファイバースコープ 一式 2,257 

生化学自動分析装置 一式 11,760 

保冷庫 二台 643 

手術用照明灯 一台 135 

感染症用マットレス 三枚 363 

ナースコール子機 三台 112 

非常用乾電池蓄電池 一式 454 

電子スパイロメータ 一台 315 

合      計  139,159 

 

（２）地域医療体制の充実 

地域医療の充実を図るため、伊万里市立市民病院と有田共立病院の統合による西部保健医療圏の

中核となる新病院の整備に取り組んでおり、１９年度は伊万里市と有田町の共同事業として、新病

院の病床規模や機能、事業費、経営収支などを検討し、公的病院統合基本計画を策定しました。 

このための費用として、伊万里・有田地区公的病院統合推進協議会負担金３，３６５千円を支出

しました。 

また、医療に恵まれない地域住民の医療の確保として、滝野及び滝川内診療所を２９４日間開所

し、２，１４２人が利用しました。その費用として１，１０７千円を支出するとともに、市民の健
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康増進のため各種保健活動に貢献する地区医師会へ保健活動費補助金６８４千円、地域医療従事者

として質の高い看護師の養成と確保に寄与する伊万里看護学校の運営費補助金３，０００千円を支

出しました。 

 

２．適切な救急医療体制の整備 

休日における急病などの救急患者に対して、迅速かつ適正な初期医療サービスを提供するとともに

市民の医療不安を解消するため、また、平日の夜間における小児診療を行うため、伊万里休日・夜間

急患医療センターの運営を伊万里・有田地区医師会へ委託し、３１６日間開所しました。その費用と

して、１３，６６４千円を支出しました。 

さらに、休日・夜間急患医療センターの補完的役割を持つ在宅当番医制運営事業として５７７千円、

入院が必要な重症患者の医療を担う病院群輪番制病院運営事業として補助金４，６６９千円を支出し

ました。 

このほか、市民の突然の心停止に備え救命率の向上を図るため、２２施設に２３台のＡＥＤ（自動

体外式除細動器）を配備し、その費用として２，２２８千円を支出しました。 

救急医療関連事業の実績は次のとおりです。 

（単位：日、人） 

事  業  名 日数 患者数 備     考 

休日・夜間急患医療センター運

営事業 
316 1,949 

在宅当番医制運営事業 10 153 

病院群輪番制病院運営事業 71 936 

休日・夜間急患医療センター地区別利

用者数 

伊万里市 1,560人  80.0％ 

有田町    174人   8.9％ 

その他    215人  11.0％ 

 

第３節 社会保障制度の普及促進 

１．国民健康保険制度の充実 

国民健康保険は、地域住民の健康と福祉を保障する地域保険として、国民皆保険体制を支える大き

な柱となっており、伊万里市国民健康保険においても、市民の「健康で豊かな毎日」を支えるために、

自助努力を基本として保健事業の推進を図り、保険税の収納率向上やレセプト点検、第三者求償事務

など保険給付の適正化を図り、国保財政の健全化に努めました。 

 

（１）保険税の収納率向上 

国保税の収納率(現年度分)は、景気が低迷しているなかで、１９年度から納付書でのコンビニ収

納や督促状での郵便局収納を実施し、捜査による動産の差押やインターネット公売、一般公売など

の新たな処分にも取り組み、昼夜の戸別訪問徴収、短期保険証及び資格証明書の交付などにより収

納率の向上に努めましたが前年度を０．３ポイント下回る８９．５％となりました。 

（２）医療費等の状況 

診療報酬明細書（レセプト）の定期的な点検や被保険者への医療費通知等を通じて、医療費の適

正化に努めましたが、平成１９年度決算において、歳入総額は６，３１８，８３２千円、歳出総額

は６，５５１，６１６千円で、差し引き２３２，７８４千円が不足しましたので、平成２０年度か

ら繰上充用を行いました。 

総収入のうち、国民健康保険税の収入済額は１，６４９，９３７千円で歳入総額の２６．１％を
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占め、うち現年課税分の収入済額は１，５５１，９８６千円で、一世帯当たり１２９，３６５円、

一人当たり６７，２９９円が納付されたことになり、前年度に比べて、一世帯当たり９，２３６円

の増額、一人当たり６，０４３円の増額となりました。 

保険税以外の収入としては、国庫支出金１，８２９，４０２千円（２９．０％）、療養給付費交付

金１，３２６，２３５千円（２１．０％）、保険基盤安定繰入金等の一般会計繰入金４６８，２３１

千円（７．４％）が主なものです。 

一方、歳出の面では、総支出のうち保険給付等に要した額は６，１６８，３４５千円で歳出総額

の９４．１％を占め、一世帯当たり５１４，１５７円、一人当たり２６７，４７９円の給付を行っ

たことになり、前年度に比べて一世帯当たり４４，６８７円、一人当たり２８，０８６円それぞれ

増加し、全体的には９．０％増加しました。 

また、高額療養費支払資金貸付事業は、８３件で８，１５０千円の貸付実績となり、１件当たり

の平均は、９８，１９３円となっています。 

なお、国民健康保険加入状況は、１１，９９７世帯、２３，０６１人であり前年度に対して５６

世帯減少し、被保険者数も５７６人減少しました。 

   保険給付等の内訳は次のとおりです。 

                                   （単位：千円、％、戸） 

区    分 平成１９年度 平成１８年度 増減額 伸び率 
歳出総額に 

占める割合 

療 養 給 付 費         3,615,262 3,338,850 276,412 8.3 55.2 

療 養 費         42,131 39,983 2,148 5.4 0.6 

審査支払手数料         16,289 15,737 552 3.5 0.2 

高 額 療 養 費         342,473 344,277 △1,804 △0.5 5.2 

移 送 費         0 20 △20 △100.0 0.0 

出産育児一時金         35,700 35,550 150 0.4 0.5 

葬 祭 費         13,590 12,570 1,020 8.1 0.2 

医療費拠出金 962,133 1,063,904 △101,771 △9.6 14.7 老人 

保健 事務費拠出金 19,805 20,187 △382 △1.9 0.3 

介 護 納 付 金         321,975 351,666 △29,691 △8.4 4.9 

共同事業拠出金         798,987 435,778 363,209 83.3 12.2 

合      計 6,168,345 5,658,522 509,823 9.0 94.1 

 

                              （単位：戸、％、人） 

区    分 平成１９年度 平成１８年度 増 減 伸び率 

国 保 世 帯 数 11,997 12,053 △56 △0.46 

市全世帯に占める割合 56.1 56.9  

被保険者数 23,061 23,637 △576 △2.44 

市全人口に占める割合 39.4 40.1  

 

２． 老人保健制度の充実 

７５歳以上（昭和７年９月３０日以前に生まれた方を含む。）の方と６５歳以上のねたきりの方を対
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象に、きめの細かいサービスの提供に心がけ、明るく健康的な生活の維持と適切な医療の確保を図り

ながら、さまざまな給付事業を実施しました。 

しかしながら、本格的な高齢社会の到来に伴い、医療を取り巻く環境も急速に変化を続けており、

被保険者の年齢構成の変化（高齢化）及び医療技術の高度化に伴う医療費の増大は避けられない状況

にあります。 

平成１９年度の歳入総額は６，２１３，７２６千円で、その内訳は各保険団体（国保、社保、共済

組合等）が拠出して交付される支払基金交付金３，２０５，００４千円（５１．６％）、国庫支出金

１，９８４，４００千円（３１．９％）、県支出金５０１，４２１千円（８．１％）、一般会計繰入金

５１３，１６２千円（８．２％）、諸収入９，７３９千円（０．２％）となっています。 

一方、歳出総額は６，２３４，５４９千円で、前年度より２３３，８５２千円（△３．６２％）減

額となりました。 

その主なものは、医療給付費６，０５４，０４３千円、医療費支給費９３，８７３千円、審査支払

手数料２３，７９６千円などです。 

歳入歳出差し引き２０，８２３千円が不足しましたので、平成２０年度から繰上充用を行いました。 

また、老人保健における医療受給対象者は７，９０５人で、前年度に比べ４０４人減少しました。 

医療受給者に対する医療諸費は、６，１４７，９１６千円で歳出総額の９８．６％を占め、一人当た

りでは７７７，７２５円となり、前年度より１４，７８１円（１．９％）増加しました。 

なお、医療諸費の内訳は次のとおりです。 

            （単位：千円、％） 

区   分 平成１９年度 平成１８年度 増減額 増減率 
歳出総額に 

占める割合 

医 療 給 付 費        6,054,043 6,248,728 △194,685 △3.1 97.1

医療費支給費        93,873 90,582 3,291 3.6 1.5

合    計 6,147,916 6,339,310 △191,394 △3.0 98.6

受給対象者数 7,905 8,309 △404 △4.9 － 

一人当たりの医療費 777,725 762,944 14,781 1.9 － 

 

３．介護保険制度の充実 

平成１２年４月に制度が発足した介護保険事業は、平成１８年度を初年度とする第３期介護保険

事業計画期間に入りました。 

市民への制度周知・理解の促進と保険料の滞納防止・収納率向上を図るとともに、被保険者の公

平・公正な要介護認定、適正なサービス提供の推進、低所得者の利用負担軽減等に努めました。 

また、介護を必要とする状態にならないための介護予防、地域での暮らしを継続するための地域

密着型サービスの充実などを行うとともに、軽度認定者に対する新予防給付や要支援・要介護状態

に陥るおそれのある特定高齢者を対象とした地域支援事業の充実に努めました。 

 

 

［歳 入］ 

介護保険の財源として、介護給付費と地域支援事業（介護予防事業）は、国の負担金が２５％、
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県と市が各１２．５％で、第１号被保険者負担分が１９％、第２号被保険者負担分が３１％となっ

ています。また、地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）は、国の負担金が４０．５％、県と

市が各２０．２５％で、第１号被保険者負担分が１９％となっています。 

（１）第１号被保険者保険料 

６５歳以上の第１号被保険者の保険料については、特別徴収で７２８，５４１千円（収納率

１００％）、普通徴収で５６，６２７千円（収納率 ８５．３％）の納付があり、全体収納率は

９８．９％でした。滞納繰越分は５，０１９千円（収納率 １８．６％）の納付がありましたが、

不納欠損額として２，３５８千円を処理しています。 

（２）負担金等 

給付費等に係る国庫負担金７６５，７１７千円、国庫補助金３１，０５０千円、調整交付金

３１２，７５４千円、県負担金６３７，３７９千円、県補助金１５，０１９千円、一般会計から

の繰入金６４４，９４０千円（事務費等分を含む）を受け入れています。 

その他に、第２号被保険者の保険料である支払基金交付金１，３２６，２６７千円、共同設置

している認定審査会の負担金として有田町から１４，１７５千円や前年度繰越金として

１６９，４２１千円などを受け入れています。 

 

［歳 出］ 

（１）公平・公正な要介護認定の実施 

要介護認定に係る認定調査費として、主治医意見書手数料等に２１，６３４千円を支出し、審

査判定業務の効率性及び公平性を確保するため、共同して設置する認定審査会に要する経費とし

て、審査会委員報酬等に１５，９７７千円を支出しました。 

なお、平成１９年度末の要介護認定者は次のとおりです。 

           （単位：人） 

 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合 計 

平成18年度 293 401 647 460 308 294 290 2,693

平成19年度 327 489 559 438 410 305 276 2,804

増 減 34 88 △88 △22 102 11 △14 111

 

（２）地域支援事業の実施 

 被保険者が要支援や要介護状態に陥らないよう予防するため、介護予防事業に要する経費とし

て、２４，８６６千円を支出しました。 

また、予防とともに、要介護状態等になった場合においても地域において自立した日常生活を営

むことを支援する事業に要する経費として、８０，８５３千円を支出しました。 

事業内容は下記のとおりです。 
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                （単位：千円） 

区            分 平成１９年度執行額 

１．介護予防事業 24,866 

 （１）一般管理事業 20,469 

  ①介護予防総務事業 19,816 

  ②特定高齢者把握事業 653 

 （２）高齢者地域ささえあい事業 1,136 

  ①生活管理指導員派遣事業 750 

 ②ふれあい通所サービス事業 386 
 

（３）高齢者地域支援事業 3,261 

  ①健康相談事業 538 

  ②機能訓練事業 159 

  ③転倒骨折予防運動教室事業 356 

  ④認知症予防推進事業 610 

  ⑤生きがいづくり教室事業 295 

  ⑥訪問指導事業 502 

  ⑦健康教育事業 399 

  ⑧健康長寿のまちづくり推進事業 402 

２．包括的支援事業等 80,853 

 （１）包括的支援総務事業 45,132 

  ①包括的支援総務事業 45,132 

 （２）介護給付等費用適正化事業 533 

  ①介護給付等費用適正化事業 533 

 （３）高齢者介護福祉事業 5,096 

  ①老人日常生活用具給付等事業 88 

  ②高齢者紙おむつ支給事業 1,224 

  ③成年後見制度利用支援事業 15 

  ④生活発見創造講座事業 569 

⑤配食サービス事業 1,675 

⑥住宅改修理由書作成助成事業 28 

⑦愛の一声運動推進事業 703 
 

⑧介護相談員派遣事業 794 

 

（４）介護予防支援サービス事業 30,092 

  ①介護予防支援サービス事業 30,092 

 

（３）介護サービス体制の整備・充実等 

介護保険施設入所者等の居住費と食費が全額自己負担になったことに伴い、入所者等のうち基準

に該当する低所得者に、負担上限額と各施設が設定する基準額内の居住費、食費との差額を給付す

る経費として１７４，８３５千円を支出しました。 

  また、低所得利用者助成事業として、制度開始時のホームヘルプサービス利用者で低所得の方等
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に軽減措置を行うとともに、社会福祉法人が、特に生計が困難である低所得の方を対象に減免を行

ったものについて、当該法人が負担する利用料等の一部補助を実施し、１，８２５千円を支出しま

した。 

各種サービスの内容は次のとおりです。 

                  （単位：千円）

区          分 平成19年度 平成18年度 増減額 伸び率 
歳出額に 

占める割合

１介護サービス等諸費 3,644,722 3,589,951 54,771 1.5 86.9

(1)居宅介護サービス費(現物給付分) 1,200,126 1,186,351 13,775 1.1 28.6

(2)地域密着型介護サービス費 297,919 260,391 37,528 14.4 7.1

(3)施設介護サービス費 2,005,247 1,982,954 22,293 1.1 47.8

(4)福祉用具購入費 3,239 2,691 548 20.4 0.1

(5)住宅改修費 11,586 13,048 △1,462 △11.2 0.3

 

(6)居宅介護サービス計画費 126,605 144,516 △17,911 △12.4 3.0

２介護予防サービス等諸費 291,651 157,086 134,565 85.7 7.0

(1)介護予防サービス費(現物給付分) 248,556 130,964 117,592 89.8 5.9

(2)地域密着型介護予防サービス費 3,418 1,220 2,198 180.2 0.1

(3)福祉用具購入費 1,645 1,218 427 35.1 0.0

(4)住宅改修費 10,577 6,108 4,469 73.2 0.3

 

(5)介護予防サービス計画費 27,455 17,576 9,879 56.2 0.7

３高額介護サービス等費 84,803 77,443 7,360 9.5 2.0

(1)高額介護サービス費 84,803 77,443 7,360 9.5 2.0 

(2)高額介護予防サービス費 0 0 0 － 0.0

４特定入所者介護サービス費 174,835 166,886 7,949 4.8 4.1

 (1)特定入所者介護サービス費 174,730 166,822 7,908 4.7 4.1

 (2)特定入所者介護予防サービス費 105 64 41 64.1 0.0

介護サービス費用計 4,196,011 3,991,366 204,645 5.1 100.0

５審査支払手数料 7,181 7,010 171 2.4 

合      計 4,203,192 3,998,376 204,816 5.1  

予算に対しての執行率は、９８．７％となっています。 

なお、介護保険事業特別会計の平成１９年度決算は、歳入総額４，７３５，０４４千円、歳出

総額４，６６３，９７２千円であり、差引７１，０７２千円を翌年度へ繰り越しました。 

 

第２章 共に支え合う福祉社会の形成 

第１節 地域福祉の充実 

１．地域コミュニティ等との連携 

少子・高齢化や核家族化、女性の多様な社会進出など社会環境が大きく変化し、家庭や地域の相互

扶助機能が低下しているなか、増大する福祉需要に的確に対応し、質の高いサービスを効率的に提供

することにより、すべての市民が住み慣れた家庭や地域で支えあいながら共に暮らしていくことがで

きる社会的支援システムを構築することが求められています。 
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このため、すべての市民が自分らしく、安心して暮らすことができる地域づくりを目指す「地域福

祉計画」の具現化を図るため、住民主体の地域福祉の中核として、地域住民の福祉ニーズを的確に把

握し、サービスを提供している社会福祉協議会や地域福祉推進の担い手である各種関係団体への助成

等を行うとともに、民生委員・児童委員等との連携を図ることにより、地域福祉の充実に努めました。 

事業の主な内容は次のとおりです。                    （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・社会福祉協議会支援事業 

運営費、福祉バス、ふれあいのまちづくり事業補助 

・民生・児童委員活動事業 

（活動補助金等 民生委員・児童委員数162名） 

・民生委員推薦会事業（開催回数2回） 

16,197 

 

15,669 

 

139 

 

第２節 高齢者福祉の充実 

高齢者福祉については、平成１８年度から一部事業が介護予防を目的とした介護保険特別会計の地

域支援事業として移管されましたが、高齢者福祉事業としては、今後団塊の世代が高齢期に入る等、

高齢化が一層進展することから、高齢者の社会参加を促進するために、老人クラブやシルバー人材セ

ンターを支援するとともに、老人福祉センターと老人憩の家を拠点とした生きがい対策等に取り組み

ました。 

さらに、身体上、経済上等の理由から、在宅での生活が困難な高齢者に対しては、養護老人ホーム

への入所措置を行いました。 

 

１．相談体制・介護サービスの充実                     （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・介護保険低所得利用者助成事業 

・老人福祉センター及び老人憩の家の管理運営等に関する経費 

（利用者数：31,942人） 

・老人保護措置事業（66人） 

1,825 

21,399 

 

141,724 

２．高齢者の自立の促進                          （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・敬老会開催（6,244人）、敬老祝金（商品券）等の支給に関する経費（380人） 

・百寿記念メダル贈呈事業（9人）   

・緊急通報システム事業（108人） 

・福祉電話貸与事業（19人） 

・老人クラブ活動等事業（老人クラブ数：41クラブ） 

・シルバー人材センター支援事業 （会員数：343人） 

・全国健康福祉祭茨城大会出場費補助（2人） 

7,020 

312 

2,868 

6 

3,097 

12,350 

10 

 

第３節 障害者（児）福祉の充実 

平成１８年４月に障害者自立支援法が施行され、障害の種別にかかわらず、福祉サービス、公費負担

医療の一元化、利用者の一割負担の導入、就労支援等、障害のある人の自立を支えることを目指し、こ
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れまでの障害者施策が大きく変更されました。 

このような中、障害のある人が住みなれた家庭や地域で安心して自立した生活を送ることができる地

域社会の実現に向けて、「支えあい自分らしく生きるまち伊万里」を基本理念とする「障害者計画」「第

１期障害福祉計画」の具現化を図るため、時代に適切に適応した福祉施策の推進に努めました。 

障害者や家族等からの相談を受け、適切な障害福祉サービス等の紹介や支援を行う障害者生活支援セ

ンターを、二里町から旧広域圏電子計算センター（立花町）に移転し、利便性の向上・障害者福祉の充

実に努めました。また、障害者自立支援法に基づき、障害程度区分認定事業を実施し、障害者のニーズ

にあった公正・公平なサービスの提供に努めました。 

事業の主な内容は次のとおりです。 

１． 適切な医療・福祉サービスの提供                     （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・身体障害者更生医療給付事業（人工透析146人、心臓39人、整形33人） 

・身体障害者（児）補装具交付事業（者156件、児16件） 

・特別障害者手当等支給事業 

（特別障害者手当58人、障害児福祉手当41人、経過的福祉手当６人） 

・重度心身障害者医療費助成事業（27,492件） 

・重度障害者紙おむつ購入費助成事業（９人） 

・心身障害児通園事業（利用児童数38人） 

・精神保健相談事業（相談員1人、相談件数191件） 

・障害程度区分認定事業（開催日数11回、審査件数45件） 

・障害福祉サービス利用支援事業 

・腎臓病患者通院介護支援センター支援事業（利用回数566回） 

67,221 

12,104 

22,974 

 

116,231 

386 

18,956 

1,632 

1,494 

2,709 

285 

２．自立と社会参加の促進                          （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・重度心身障害者タクシー料金助成事業（利用枚数4,034枚） 

・障害者小規模通所授産施設支援事業（国見の里） 

・地域生活支援事業 相談支援事業等（受付件数2,388件） 

地域活動支援センタ－（草の根作業所、小麦の家）等 

・障害者自立支援給付事業（介護給付サービス、訓練等給付サービス） 

・身体障害者福祉協会支援事業（会員数401人） 

・障害者自立支援特別対策事業（障害者生活支援センター移転改修、 

訪問車1台、パソコン2台、活字読上げ装置10台） 

1,241 

10,350 

44,884 

 

492,303 

428 

7,055 

 

第４節 子育て支援の充実 

１． 子育て教育、相談の充実 

（１）母子自立支援事業（相談件数３１０件）として１，６４２千円支出しました。 

（２）家庭児童相談事業 

家庭における子育て環境の多様化に比して、複雑化していく児童問題に県の児童相談所と協力し

て対応しました。相談件数は、７４１件と平成１８年度の７７５件を下回りました。 

また、児童虐待等の未然防止を図るため、要保護児童対策協議会を開催し、地域をはじめ関係機
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関や事業所等での啓発や、発生時の的確な対策等について協議を行いました。これらの相談事業の

経費として３，３５１千円を支出しました。 

（３）ブックスタート事業 

少子化社会の到来により、子育て支援のあり方は、より重要性を増しています。 

そのような中、市民図書館では乳児期の心の成長には言葉かけが必要であることを認識し、平成

１６年度からブックスタート事業を開始しました。 

これは、毎月３ヶ月児健診の際、当事業の趣旨を保護者に説明した上で１人１冊の絵本を手渡し、

あわせて赤ちゃんと保護者に読み聞かせを行うというものです。１９年度は延べ１２回実施して

５９０人の参加があり、好評をいただきました。 

この事業においては、配布用の絵本の経費として３２６千円、その他の経費として１千円を支出

しました。 

（４）親子のふれあい絵本の読み聞かせ事業 

ブックスタートのフォローアップとして「親子のふれあい絵本の読み聞かせ事業」を行いました。

具体的には、主に０歳から２歳児を対象にしたおはなし会「おはなし０１２」や、絵本や読み聞か

せの専門家を招いての講演会を実施して、乳幼児におはなしの楽しさを伝え、保護者には子育てに

絵本を取り入れることの大切さを提唱しました。 

「おはなし０１２」は毎週木曜日に実施、１９年度は７８回行い、乳幼児と保護者合せて

１，９５４人の参加がありました。また、専門家による講演会を開催し、５０人の参加がありまし

た。 

この講演会の講師招聘に際して要した謝礼の経費として１５千円を支出しました。 

 

２．保育環境の充実 

 平成１７年３月に策定した「伊万里市次世代育成支援行動計画」の推進に努め、「子どもと家庭と地

域が輝きながら育ちあうまち」の基本理念に基づき、子育て環境の整備・充実に取り組みました。 

（１）子育て支援センターでは、休日保育が２７４人、一時保育は１６２人の利用があり、多様な子育

て支援の重要性が必要となっています。そのような中、利用者の駐車場の確保と利用増を図るため、

母子生活支援施設から市民センターへの移転を行い、移転工事・用地購入等経費として、４８、２４７

千円を支出しました。既存の保育施策で対応できない部分については、子育てファミリーサポート

事業による会員組織での援助がなされました。 

（２）特別保育事業では、専業主婦家庭等への支援としての一時保育の定着と、子育てと仕事の両立を

支援する保育園においては、昨年に引き続き障害児保育等を実施していますが、障害児の入園数が

２０名、３０分の延長保育利用者の1日平均数が、１８年度の５９．８人から６６人に増加するなど、

多様化する保育ニーズに対応できる子育て環境の整備に努めました。 

（３）母子家庭の自立を支援するため、母子家庭自立支援給付金事業により、ホームヘルパー２級資格

取得に取り組んだ２名に教育訓練給付金を助成し資格取得を支援しました。 

ひとり親家庭等や乳幼児の医療費助成および幼児インフルエンザ予防接種費助成に加え、３歳か

ら小学校就学前までの児童に対して、入院した場合の本人負担金の２分の１を助成する、こども医

療費助成事業により、子育て中の保護者の経済的不安の軽減に努めました。 

（４）児童手当については、小学校修了前まで支給しており、延べ受給対象児童数が昨年度より３，２５４

人増加し、７５，７５２人に対して、児童を養育している家庭の生活安定と児童の健全育成等に寄

与するために、手当ての支給を行いました。 
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（５）私立保育園支援については、市内分１７園への支援となりました。さらに、過疎地域における保

育の実施および分園の運営安定のため、山代西部地区の統合園に対して保育所分園推進事業で助成

を行いました。 

新たに、平成２０年４月の開園にむけ、学校法人耕心学園による「幼稚園」と「保育所」の機能

を併設する幼保連携型の施設「認定こども園 伊万里幼稚園 ぷち・るう保育園」の建設がなされ

ました。この幼保一元化による新たな保育サービスにより、市民の選択肢の幅の拡大と利便性の向

上につながるものとして、認定こども園の施設整備の経費に３７，４１０千円を支出しました。 

（６）留守家庭児童クラブについては、新たに大川内クラブを開設し１２クラブとするとともに、未開

設校の児童の長期休暇の対応として、既存施設での受け入れを行いました。 

（単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・ 子育て支援センター管理運営事業(利用延べ人数6,513 人) 

・ 乳幼児医療費助成事業（31,052 件） 

・ ひとり親家庭等医療費助成事業（11,370 件） 

・ 児童扶養手当支給事業（月平均受給者622人 児童 1,004 人） 

・ 一時保育促進事業（利用延べ人数2,693人） 

・ 障害児保育事業（重度13人７園） 

・ 障害児保育推進事業（軽度７人3園） 

・ 幼児インフルエンザ予防接種費助成事業（1,758人） 

・ 延長保育促進事業（15園 日平均利用66人） 

・ 母子家庭自立支援給付金事業（2人） 

・ 心ふれあい・うたフェスタ２００７支援事業 

・ こども医療費助成事業（58件） 

・ 子育てファミリーサポート事業（提供会員34人・依頼会員11人） 

・ 子育て支援センター移転事業 

・ 保育所分園推進事業 

・ 認定こども園施設整備支援事業 

・ 児童手当支給事業（児童75,752 人） 

・ 私立保育園支援事業（市内私立17園 市外 20園） 

・ 公立保育園管理運営事業（6園） 

・ 母子生活支援施設管理運営事業 

・ 児童センター管理運営事業（利用児童数7,758人） 

・ 留守家庭児童クラブ管理運営事業（295日開所 527人） 

4,827 

60,561 

27,785 

298,530 

4,225 

8,112 

2,421 

1,765 

4,500 

205 

300 

1,113 

284 

48,247 

1,200 

37,410 

515,153 

1,148,478 

519,619 

20,910 

9,374 

45,809 

 

第５節 低所得者福祉の充実 

都市部においては着実な景気の回復がみられますが、本市においては景気回復の傾向が反映されず

低迷が続いており、近年の保護率は、１２～１３％前後で推移してきました。 

平成２０年３月３１日現在の生活保護の状況は、４１１世帯５６６人、保護率９．８８‰（パーミ

ル）となっており、全国平均の１２．０‰（平成１９年９月）より少なく、県平均７．３８‰（平成

２０年３月）には及ばないものの僅かではありますが減少している状況です。 

平成１９年度の保護の開始については、３７件で昨年より２件の増となっています。 
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また、廃止は４６件で昨年より１７件の減となっており、死亡による廃止が１３件と最も多く、次

に就労による収入の増加で廃止した件数は６件となっています。 

このような状況のなか、保護世帯の自立助長を目指し、特に医療や福祉関係機関との連携による病

状調査や個々の保護世帯に対する訪問調査に力を入れ、日常生活や病状など生活環境を正確に把握し、

長期入院患者退院促進や就労指導、扶養義務者による引き取りの促進、社会保障給付金の増加等によ

り、４６件の生活保護の廃止件数中、１２件を自立に結びつけるとともに、生活保護制度の適正な運

営に努めました。 

 

・生活保護の内訳                        

区   分 延世帯数(世帯) 延人員(人) 扶助額(千円) 構成比(％) 

生 活 扶 助 3,920 5,670 221,462 25.27 

住 宅 扶 助 3,014 4,409 60,549 6.91 

教 育 扶 助 299 562 4,641 0.53 

介 護 扶 助 741 758 16,932 1.93 

医 療 扶 助 4,528 5,705 526,159 60.03 

出 産 扶 助 0 0 0 0 

葬 祭 扶 助 4 4 698 0.08 

生 業 扶 助 115 129 3,715 0.42 

施 設 事 務 費 274 274 42,312 4.83 

合    計 12,895 17,511 876,468 100.00 

 

第６節 同和対策の推進 

同和対策事業特別措置法が昭和４４年に制定されて以来、これまで３９年間にわたり、同和対策事

業として地区住民の福祉の向上、生活の安定を図るために生活環境整備事業をはじめとする各種施策

を講じてきました。 

その結果、生活環境は住宅や道路、上下水道など物的な整備事業については着実に成果をあげ、

様々な面で存在していた格差は大きく改善されたことから、継続されてきた特別措置法も平成１４年

３月に失効し、以後は一般対策へ移行して対応することになりました。 

しかしながら、地区の実態としては中高年者を中心に臨時雇用等の不安定就労が多く、従って生活

基盤は脆弱な状況にあり、また、市内外において未だに差別発言や就職差別等の事象が発生するなど、

差別意識は根強く存在し、解消していないことから生活環境、就労等のなお残された課題の解決と心

理的な差別意識の解消に向けた教育・啓発について積極的に取り組んできました。 

一方、「人権教育のための国連１０年伊万里市推進計画」に続く基本計画として、平成１９年３月に

策定した「伊万里市人権教育・啓発に関する基本方針」に基づき、市長を本部長とする「伊万里市人

権教育・啓発推進本部」を設置するとともに、計画書冊子とその概要版を作成、配布しました。これ

らに要する経費として５３７千円を支出しました。 

平成１９年度は地区住民の生活向上、福祉の増進を図るとともに、市民への人権教育・啓発活動等、

同和問題の早期解決に向けた取り組みを実施しました。 

その結果、これまでの地道な教育・啓発の積み重ねもあり、市民の人権・同和問題に対する正しい

理解と認識はある程度の深まりをみせてはいるものの、予断と偏見、潜在意識としての差別観念は依

然として存在しています。 



 - 40 -

このため、伊万里市人権・同和教育推進協議会と連携を図り、同和問題をはじめ、様々な人権問題

の解決を目的にあらゆる機会をとらえながら、より広い層の市民に対するきめ細やかな教育・啓発活

動の推進に努めました｡ 

特に、地域社会が一体となった人権・同和教育を推進するため、人権・同和教育地域推進員等を対

象とした指導者育成講座を実施するとともに、婦人会、ＰＴＡ、老人会等の各種団体に対する研修を

行いました。さらに、伊万里・西松浦地区公正採用選考人権啓発推進連絡協議会と連携を図り、企業、

事業所に対して職場内研修を実施しました。 

 

１．啓発活動の推進 

地域住民のコミュニティセンターとしての役割を担う隣保館においては、地区住民の生活の向上を

図るため各種相談事業を行うとともに、対象地区住民の主体的・組織的な学習活動を促進し、同和教

育集会所では市民との交流事業を中心とした教育・啓発を行いました。 

また、市民と直接意見交換を行う「地区巡回講座」を４０地区で実施しました。 

 

２．相談・指導の充実 

部落差別解消のため、地区住民が自主的・自発的意思に基づく運動を展開し、行政の補完的役割を果

たす各種の研修会、学習会をはじめ各クラブ活動費及び各支部の活動補助金として１０，８００千円を

支出しました。 

また、同和地区の保護者の方の負担軽減を図るため、児童生徒の学力向上等就学援助に要する費用

として、３１２千円を支出しました。 


